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はは  じじ  めめ  にに  

 

コロナ禍になって 3 年目。第 7 波が収束の方向に向かっていると思いきや、第 8 波の兆しも

見え始め、相変わらず予断を許さない状況です。今年度は、「3 年ぶり」という言葉をよく耳に

します。2 年間中止を余儀なくされていたイベントが、規模縮小ながら各地で復活。人々が集

う賑やかさを、改めて実感する今日この頃です。世界情勢をみれば、ロシアによるウクライナ

侵攻に終息のメドが立っておらず、円安も追い打ちをかけ、食料品を中心とした物価の度重な

る値上げが、日常生活を圧迫しています。1 日も早く、ウクライナ侵攻に終止符を打ち、コロ

ナ禍前のマスクなしの生活に戻れることを、今から心待ちにしています。 

さてこの度、「第 2 次遊佐町教育振興基本計画後期計画」を策定しました。基本目標『ふる

さとを愛し、未来を拓く「いのち」輝く町民の育成』のもと、未来にはばたく「いのち」輝く

子どもの育成、心豊かに「いのち」輝く町民の育成の基本的方向を再確認するとともに、前期

の評価と今後の課題を整理し、後期の計画を策定しました。主な変更点は、確かな学力を育む

教育の推進です。特に、主体的・協働的に学ぶ探究的な学習の推進や体験的な学習の推進。さ

らには、幼保小中高一貫した教育の推進を挙げています。 

また、後期の目標達成を目指すにあたり、次に掲げる 5 つの「オール遊佐の英知」を共通理

解し、5 年先を見据えたビジョンを広げておくことも大切です。 

 

① 豊富な人材を活用するとともに、伝統文化を継承する。 

② 議論の持つダイナミズムやプロセスを大切にする。 

③ 会議や話し合いの場でのチェック＆バランス感覚を磨く。 

④ 志を長く持ち続け、失敗から学ぶ力をたくわえる。 

⑤ 多様性を認め合い、柔軟性や寛容性を育成・醸成する。 

 

「ふるさと愛」が町民に根ざし、子どもたちや若者の将来に種を蒔き、一人ひとりの自己実現

を町全体でサポートすることが、時代の急激な変化に対するアイデンティティーを構築する

ことにつながっていくものと確信しております。 

結びに、来年の 4 月には町内 5 つの小学校が統合し、新生遊佐小学校が開校し、新たなスタ

ートを迎えます。学びのフィールドが、これまでの小学校区から町内全体へと広がります。人

的・物的な資源を生かした小学校教育が、ふるさと愛に満ち溢れ、一人ひとりの個性が輝く、

活気ある遊佐町をつくる原動力になり続けることを願ってやみません。また、本計画の策定に

あたり、貴重なご意見をいただきました第 2 次遊佐町教育振興基本計画後期計画検討委員会委

員の皆様、そして関係各位に対しまして、改めて衷心より感謝申し上げます。 

 

令和 4 年 11 月 

                         遊佐町教育委員会 

                          教育長 土 門  敦 
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   米
べえ～

～ちゃん     ライちゃん  

 遊佐町少年議会の「遊佐町をもっと PR したい」という発案により、町のイメージキャラクターを「 米
べえ～

～ちゃん」に決定しました。その後、妹の「ライちゃん」などが加わり、3 世代 6 人家族になりました。

遊佐町少年議会における少年町長と少年議員は、町内在住・在学の中高生の立候補者からなるボラン

ティア組織で、全国的にも注目されています。 

 

遊佐町のイメージキャラクター  
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第第１１章章  計計画画のの見見直直しし（（後後期期計計画画のの策策定定））ににああたたっってて  

 

１１  計計画画のの見見直直しし（（後後期期計計画画のの策策定定））のの趣趣旨旨  

 《《当当初初計計画画のの趣趣旨旨》》  

 少子化を伴う急激な人口減少、高齢化、産業構造・雇用環境の変化、国際化や情報化の進展、

地域コミュニティ意識の希薄化、安心と安全への危惧、環境問題の顕在化、生活習慣の多様化

等、社会情勢が刻々と変化しています。このような時代を見据え、遊佐町は、今後 10 年間 2017

（平成 29）年度から 2026（令和 8）年度の町のあり方を方向づける、「遊佐町総合発展計画（第

8 次遊佐町振興計画）」を策定しました。 

 これまで本町の教育が培ってきた成果の上に立ち、新たな課題を整理し今後の遊佐町の教育

のあるべき姿を見据え、長期的な展望を確認することは、町の発展並びに教育の振興に向けて

重要なことであります。このたび、遊佐町教育委員会は、「遊佐町教育の目標」・「期待する人間

像」並びに「遊佐町教育振興基本計画（平成 23 年度策定）」を改訂し、「第 2 次遊佐町教育振興

基本計画」を策定します。この中で遊佐町の教育が向かうべき方向を明らかにし、基本施策と具

体的施策を設定して年次毎に施策を推進していく際の指標としていきます。 

 

 《《見見直直ししのの趣趣旨旨》》  

 本計画の計画期間は 10 年間としていますが、教育環境の変化等を勘案して中間年度に見直し

をすることにしています。5 年近くを経過し、人口減少と少子化がさらに進行する気配です。町

の 5 小学校の統合がなされ、小学校 1 校・中学校 1 校になります。AI の活用が一層進むソサイ

エティ 5.0（超スマート社会※）の到来が言われています。学校の ICT※化が着実に進み、授業（学

び方）改善の大きな視点になっています。SDGs※がクローズアップされ、学校や地域社会での学

びや実践のテーマになってきています。本町では、コミュニティ・スクール※推進を核に、地域

とともにある学校づくりを進め、協働のまちづくりを通して、地域コミュニティの在り方を模

索しながら教育力の向上に努めてきました。 

 国は、2018（平成 30）年に、「第 3 期教育振興基本計画」を策定し、これからの社会の変化を

見据えた教育の方向性を示しました。山形県は、2020（令和 2）年に「第 6 次山形県教育振興計

画（後期計画）」を策定し、今後 5 年間に取り組む教育施策の方向性を示しました。このような

中で、新型コロナウィルス感染症対策に伴う「新しい生活様式」が求められ、学校の休校、社会

教育施設の使用制限等があり、学校をはじめとする教育現場の置かれた状況が大きく変化しま

した。新型コロナウィルス感染症の収束の見通しは立っておらず今後も対応が求められていま

す。 

 これらを踏まえ、前期の施策の進捗状況（成果と課題）を整理し、国や県の新たな計画を参考

に、本町の教育の充実に向けて施策を見直して今後 5 年間の後期計画を策定します。 
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